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(57)【要約】
【課題】上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負担でき
るとともに、分割梁の撓みを抑制できる梁の平面構造を
提供する。
【解決手段】形鋼によって形成された梁部材１１，１２
，２１，２２を上下に積み重ねてなる組立梁１０，２０
を備え、組立梁１０，２０が平面視において互いに直交
して設けられ、組立梁１０，２０が直交する直交部Ｊ１
において、
　一方の組立梁１０の上側の梁部材は連続した上側通し
梁１１となっており、他方の組立梁２０の上側の梁部材
は上側通し梁１１を挟んで分割された上側分割梁２１と
なっており、他方の組立梁２０の下側の梁部材は連続し
た下側通し梁２２となっており、一方の組立梁１０の下
側の梁部材は下側通し梁２２を挟んで分割された下側分
割梁１２となっている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　形鋼によって形成された梁部材を上下に積み重ねてなる組立梁を備えた梁の平面構造で
あって、
　前記組立梁が平面視において互いに直交して設けられ、
　前記組立梁が直交する直交部において、
　一方の前記組立梁の上側の前記梁部材は連続した上側通し梁となっており、他方の前記
組立梁の上側の前記梁部材は前記上側通し梁を挟んで分割された上側分割梁となっており
、
　他方の前記組立梁の下側の前記梁部材は連続した下側通し梁となっており、一方の前記
組立梁の下側の前記梁部材は前記下側通し梁を挟んで分割された下側分割梁となっている
ことを特徴とする梁の平面構造。
【請求項２】
　形鋼によって形成された梁部材を上下に積み重ねてなる組立梁を備えた梁の平面構造で
あって、
　前記組立梁が平面視において直角に接合され、
　前記組立梁が接合される接合部において、
　一方の前記組立梁の上側の梁部材は、他方の前記組立梁の上側の梁部材に勝ち状態で接
合された上側通し梁となっており、
　他方の前記組立梁の下側の梁部材は、一方の前記組立梁の下側の梁部材に勝ち状態で接
合された下側通し梁となっていることを特徴とする梁の平面構造。
【請求項３】
　前記組立梁が、建物の基礎梁の少なくとも一部を構成していることを特徴とする請求項
１または２に記載の梁の平面構造。
【請求項４】
　前記組立梁が、建物の床梁の少なくとも一部を構成していることを特徴とする請求項１
または２に記載の梁の平面構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、形鋼を上下方向に積み重ねてなる組立梁を備えた梁の平面構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅の建物を支持する基礎の一例として、Ｈ形鋼で形成された連続フーチング基礎が知
られている（例えば特許文献１参照）。この連続フーチング基礎を使用した基礎構造は、
地盤を地盤面から所定の深さだけ掘削し、掘削底面に敷き詰めた砕石や捨てコンクリート
によって形成される基礎底面にＨ形鋼で形成された基礎梁の下フランジを設置することに
よって構成されている。
　Ｈ形鋼等の梁部材を用いて床面や基礎面等の梁の平面構造を構成する場合、梁部材どう
しを平面視において直交させ、この直交部において梁部材どうしを接合することがある。
この場合（例えば、大梁と小梁を直交部において接合する場合)、一方の梁部材は１本の
連続的な通し梁として構成され、これに直交する他方の梁部材は前記通し梁を挟んで２つ
に分割される分割梁として構成されるのが一般的である。
　また、特許文献２には、コンクリートに形鋼によって形成された埋込み基礎鉄骨を埋設
し、当該基礎鉄骨上に、形鋼によって形成された腰部用鉄骨を平面視において直交させて
設け、この腰部用鉄骨上に壁枠パネルを設置した構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－８８０８６号公報
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【特許文献２】特許第３７６２６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述したような連続的な通し梁と、これに直交する分割梁との接合には、金
物等を介して両者のウェブを接合するのが一般的である。このため分割梁の接合部（通し
梁に対する接合部）における梁端部では、せん断力を負担することはできるが、曲げモー
メントの負担は期待できない。
　したがって、このような通し梁と分割梁とによる梁の平面構造に対して上部の柱や耐力
壁から引き抜き力／圧縮力が作用した場合、荷重はすべて連続的な通し梁へと伝達され、
分割梁に荷重負担を期待することができない。このため前記荷重を十分に負担することが
困難となる、つまり梁の平面構造としての剛性、耐力が不足する虞がある。
　また、分割梁に積載荷重等の鉛直荷重が作用する場合、分割梁は単純支持梁のように挙
動し、たわみが大きくなるという問題もある。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負
担できるとともに、分割梁の撓みを抑制できる梁の平面構造を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の梁の平面構造は、形鋼によって形成された梁部材
を上下に積み重ねてなる組立梁を備えた梁の平面構造であって、
　前記組立梁が平面視において互いに直交して設けられ、
　前記組立梁が直交する直交部において、
　一方の前記組立梁の上側の前記梁部材は連続した上側通し梁となっており、他方の前記
組立梁の上側の前記梁部材は前記上側通し梁を挟んで分割された上側分割梁となっており
、
　他方の前記組立梁の下側の前記梁部材は連続した下側通し梁となっており、一方の前記
組立梁の下側の前記梁部材は前記下側通し梁を挟んで分割された下側分割梁となっている
ことを特徴とする。
【０００７】
　前記形鋼は、例えば、Ｈ形鋼、溝形鋼の他に、断面ロ字形の角形鋼管も含む。
　また、組手梁の上側および／または下側に、形鋼等で形成された補強梁を前記梁部材に
沿って設けてもよい。
【０００８】
　本発明においては、組立梁が直交する直交部において、一方の組立梁の上側通し梁と他
方の組立梁の下側通し梁とが平面視において直交し、かつ、他方の組立梁の上側分割梁と
一方の組立梁の下側分割梁とが平面視において直交するので、上部の柱や耐力壁から作用
する荷重は、上側通し梁に直接伝達されるとともに下側通し梁に上側分割梁を介して伝達
される。このため、上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負担できるとともに、分割梁の
撓みを抑制できる。
　また、上側分割梁および下側分割梁は、それぞれ梁部材をその長手方向に分割してなる
ものであるから、梁長が短くなる。このため、施工現場での上側分割梁および下側分割梁
の取り回しが容易になり、施工負荷を軽減することができる。
【０００９】
　また、本発明の梁の平面構造は、形鋼によって形成された梁部材を上下に積み重ねてな
る組立梁を備えた梁の平面構造であって、
　前記組立梁が平面視において直角に接合され、
　前記組立梁が接合される接合部において、
　一方の前記組立梁の上側の梁部材は、他方の前記組立梁の上側の梁部材に勝ち状態で接
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合された上側通し梁となっており、
　他方の前記組立梁の下側の梁部材は、一方の前記組立梁の下側の梁部材に勝ち状態で接
合された下側通し梁となっていることを特徴とする。
【００１０】
　なお、上側通し梁および下側通し梁は、上側の梁部材および下側の梁部材を貫通または
通過していないが、本発明では、上側の梁部材に勝ち状態で直角に接合された梁を上側通
し梁、下側の梁部材に勝ち状態で直角に接合された梁を下側通し梁と言う。
【００１１】
　本発明においては、組立梁が接合される接合部において、一方の組立梁の上側通し梁と
他方の組立梁の下側通し梁とが平面視において直交し、かつ、他方の組立梁の上側の梁部
材と一方の組立梁の下側の梁部材とが平面視において直角に配置されるので、上部の柱や
耐力壁から作用する荷重は、一方の組立梁の上側通し梁に直接伝達されるとともに他方の
組立梁の下側通し梁に上側の梁部材を介して伝達される。このため、上部の柱や耐力壁か
らの荷重を十分に負担できるとともに、梁部材の撓みを抑制できる。
【００１２】
　また、本発明の前記構成において、前記組立梁が、建物の基礎梁の少なくとも一部を構
成していてもよいし、建物の床梁の少なくとも一部を構成してもよい。
　このような構成によれば、本発明の梁の平面構造を建物の基礎梁や床梁の平面構造に適
用できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負担できるとともに、分割梁の
撓みを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る平面構造を示すもので、（ａ）は組立梁の上側の梁部
材の配置形態を示す平面図、（ｂ）は組立梁の下側の梁部材の配置形態を示す平面図であ
る。
【図２】同、図１におけるＡ円部を示す斜視図である。
【図２Ａ】同、上側通し梁と下側通し梁との接合状態の第１例を示す斜視図である。
【図２Ｂ】同、上側通し梁と下側通し梁との接合状態の第２例を示す斜視図である。
【図２Ｃ】同、上側通し梁と上側分割梁との接合状態の第１例を示す斜視図である。
【図２Ｄ】同、上側通し梁と上側分割梁との接合状態の第２例を示す斜視図である。
【図２Ｅ】同、上側通し梁と上側分割梁との接合状態の第３例を示す斜視図である。
【図２Ｆ】同、上側分割梁と下側通し梁の接合状態の第１例を示す斜視図である。
【図２Ｇ】同、上側分割梁と下側通し梁の接合状態の第２例を示す斜視図である。
【図２Ｈ】同、組立梁を建物の床梁に適用した例を示すもので、ツーバイフォー工法によ
って施工された建物の床梁およびその近傍を示す断面図である。
【図２Ｉ】同、組立梁を建物の床梁に適用した例を示すもので、在来の軸組工法によって
施工された建物の床梁およびその近傍を示す断面図である。
【図３】同、図１におけるＢ円部を示す斜視図である。
【図４】同、図１におけるＣ円部を示す斜視図である。
【図５】同、図１におけるＤ円部を示す斜視図である。
【図６】本発明における組立梁の第１変形例を示すもので、（ａ）は上下のフランジ幅が
異なるＨ形鋼を上下に積み重ねた状態を示す断面図、（ｂ）は上下のフランジ幅が異なる
Ｈ形鋼を上側に、上下のフランジ幅が等しいＨ形鋼を下側にして積み重ねた状態を示す断
面図、（ｃ）は上下のフランジ幅が異なるＨ形鋼を下側に、上下のフランジ幅が同一のＨ
形鋼を上側にして積み重ねた状態を示す断面図である。
【図７】本発明における組立梁の第２変形例を示すもので、（ａ）は角形鋼管を下側に、
上下のフランジ幅が等しいＨ形鋼を上側にして積み重ねた状態を示す断面図、（ｂ）は角
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形鋼管を下側に、上フランジが下フランジより幅広のＨ形鋼管を上側にして積み重ねた状
態を示す断面図、（ｃ）は角形鋼管を下側に、上フランジが下フランジより幅狭のＨ形鋼
管を上側にして積み重ねた状態を示す断面図である。
【図８】本発明における組立梁の第３変形例を示すもので、（ａ）は溝形鋼を下側に、上
下のフランジ幅が等しいＨ形鋼を上側にして積み重ねた状態を示す断面図、（ｂ）は溝形
鋼を下側に、上フランジが下フランジより幅広のＨ形鋼管を上側にして積み重ねた状態を
示す断面図、（ｃ）は溝形鋼を下側に、上フランジが下フランジより幅狭のＨ形鋼管を上
側にして積み重ねた状態を示す断面図である。
【図９】本発明における組立梁の第４変形例を示すもので、（ａ）は接合溝形鋼を下側に
、上下のフランジ幅が等しいＨ形鋼を上側にして積み重ねた状態を示す断面図、（ｂ）は
接合溝形鋼を下側に、上フランジが下フランジより幅広のＨ形鋼管を上側にして積み重ね
た状態を示す断面図、（ｃ）は接合溝形鋼を下側に、上フランジが下フランジより幅狭の
Ｈ形鋼管を上側にして積み重ねた状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明に係る梁の平面構造の実施の形態について説明する。なお
、本発明に係る梁の平面構造は、組立梁の配置構造とも言える。
　図１は本実施の形態の梁の平面構造を示す基礎梁の平面図であり、（ａ）は組立梁の上
側の梁部材の配置形態を示し、（ｂ）は組立梁の下側の梁部材の配置形態を示す。なお、
このような基礎梁はＨ形鋼によって形成されており、当該基礎梁は、例えば図示しないコ
ンクリート基礎によって支持される。
　図１に示すように、このような梁の平面構造（組立梁の配置構造）において、Ａ円部で
は組立梁が平面視において互いに直交しており、Ｂ円部では組立梁が平面視においてコ字
形に直角に接合されており、Ｃ円部およびＤ縁部では組立梁が平面視においてＴ字形に直
角に接合されている。
【００１６】
　まず、Ａ円部の構造について説明する。
　図１および図２に示すように、組立梁１０，２０が平面視において互いに直交して設け
られている。一方の組立梁１０は、Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材１１および下
側の梁部材１２，１２を上下に積み重ねることによって形成されている。
　他方の組立梁２０は一方の組立梁１０に平面視において直交して設けられるとともに、
Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材２１，２１および下側の梁部材２２を上下に積み
重ねることによって形成されている。
【００１７】
　また、一方の組立梁１０の上側の梁部材１１と下側の梁部材１２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、他方の組立梁２０の上側の梁部材２１と下側の梁部材２２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　さらに、一方の組立梁１０の上側の梁部材１１と他方の組立梁２０の上側の梁部材２１
とは梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、一方の組立梁１０の下側の梁部材１２と他方の組立梁２０の下側の梁部材２２と
は梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
【００１８】
　組立梁１０，２０が直交する直交部Ｊ１において、一方の組立梁１０の上側の梁部材１
１は連続した上側通し梁１１となっており、他方の組立梁２０の上側の梁部材２１，２１
は上側通し梁１１を挟んで分割された上側分割梁２１，２１となっている。また、他方の
組立梁２０の下側の梁部材２２は連続した下側通し梁２２となっており、一方の組立梁１
０の下側の梁部材１２，１２は下側通し梁２２を挟んで分割された下側分割梁１２，１２
となっている。
　そして、上側通し梁１１と下側通し梁２２とは平面視において互いに直交し、上側分割
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梁２１，２１と下側分割梁１２，１２とは平面視において互いに直交している。
【００１９】
　また、上側通し梁１１の上フランジ１１ａには、上側分割梁２１の上フランジ２１ａの
端面が接合され、上側通し梁１１の下フランジ１１ｂには、上側分割梁２１の下フランジ
２１ｂが接合されている。また、上側通し梁１１のウェブ１１ｃには、上側分割梁２１の
ウェブ２１ｃの端面は接合されておらす、当該端面とウェブ１１ｃとの間には隙間がある
。なお、上側分割梁２１のウェブ２１ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の端面をウェ
ブ１１ｃに接合させてもよい。
【００２０】
　また、下側通し梁２２の上フランジ２２ａには、下側分割梁１２の上フランジ１２ａの
端面が接合され、下側通し梁２２の下フランジ２２ｂには、下側分割梁１２の下フランジ
１２ｂが接合されている。また、下側通し梁２２のウェブ２２ｃには、下側分割梁１２の
ウェブ１２ｃの端面は接合されておらす、当該端面とウェブ２２ｃとの間には隙間がある
。なお、下側分割梁１２のウェブ１２ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の端面をウェ
ブ２２ｃに接合させてもよい。
【００２１】
　次に、前記Ｂ円部の構造について説明する。
　図１および図３に示すように、組立梁３０，４０が平面視においてコ字形に直角に接合
されている。一方の組立梁３０は、Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材３１および下
側の梁部材３２を上下に積み重ねることによって形成されている。
　他方の組立梁４０は一方の組立梁１０に平面視において直角に設けられるとともに、Ｈ
形鋼によって形成された上側の梁部材４１および下側の梁部材４２を上下に積み重ねるこ
とによって形成されている。
【００２２】
　また、一方の組立梁３０の上側の梁部材３１と下側の梁部材３２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、他方の組立梁４０の上側の梁部材４１と下側の梁部材４２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　さらに、一方の組立梁３０の上側の梁部材３１と他方の組立梁４０の上側の梁部材４１
とは梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、一方の組立梁３０の下側の梁部材３２と他方の組立梁４０の下側の梁部材４２と
は梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
【００２３】
　組立梁３０，４０が接合される接合部Ｊ２において、一方の組立梁３０の上側の梁部材
３１は、他方の組立梁４０の上側の梁部材４１に勝ち状態で接合された上側通し梁３１と
なっており、他方の組立梁４０の下側の梁部材４２は、一方の組立梁３０の下側の梁部材
３２に勝ち状態で接合された下側通し梁４２となっている。
【００２４】
　すなわち、一方の組立梁３０の上側通し梁３１は、接合部Ｊ２において、下側の梁部材
３２よりも平面視において梁長手方向に突出しており、この突出している部分において他
方の組立梁４０の上側の梁部材４１の端部が上側通し梁３１に当接されて接合されている
。具体的には、上側通し梁３１の上フランジ３１ａに、上側の梁部材４１の上フランジ４
１ａの端面が接合され、上側通し梁３１の下フランジ３１ｂに上側の梁部材４１の下フラ
ンジ４１ｂの端面が接合されている。また、上側通し梁３１のウェブ３１ｃには、上側の
梁部材４１のウェブ４１ｃの端面は接合されておらす、当該端面とウェブ３１ｃとの間に
は隙間がある。なお、上側の梁部材４１のウェブ４１ｃを梁軸方向に延出して、当該延出
部の端面をウェブ３１ｃに接合させてもよい。
【００２５】
　また、他方の組立梁４０の下側通し梁４２は、接合部Ｊ２において、上側の梁部材４１
よりも平面視において梁長手方向に突出しており、この突出している部分において一方の
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組立梁３０の下側の梁部材３２の端部が下側通し梁４２に当接されて接合されている。具
体的には、下側通し梁４２の上フランジ４２ａに、下側の梁部材３２の上フランジ３２ａ
の端面が接合され、下側通し梁４２の下フランジ４２ｂに下側の梁部材３２の下フランジ
３２ｂの端面が接合されている。また、下側通し梁４２のウェブ４２ｃには、下側の梁部
材３２のウェブ３２ｃの端面は接合されておらす、当該端面とウェブ４２ｃとの間には隙
間がある。なお、下側の梁部材３２のウェブ３２ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の
端面をウェブ４２ｃに接合させてもよい。
　そして、一方の組立梁３０の上側通し梁３１と他方の組立梁４０の下側通し梁４２とが
平面視において直交し、かつ、他方の組立梁４０の上側の梁部材４１と一方の組立梁３０
の下側の梁部材３２とが平面視において直角に配置されている。
【００２６】
　次に、前記Ｃ円部の構造について説明する。
　図１および図４に示すように、組立梁５０，６０が平面視においてＴ字形に直角に接合
されている。一方の組立梁５０は、Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材５１および下
側の梁部材５２を上下に積み重ねることによって形成されている。
　他方の組立梁６０は一方の組立梁５０に平面視において直角に設けられるとともに、Ｈ
形鋼によって形成された上側の梁部材６１および下側の梁部材６２を上下に積み重ねるこ
とによって形成されている。
【００２７】
　また、一方の組立梁５０の上側の梁部材５１と下側の梁部材５２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、他方の組立梁６０の上側の梁部材６１と下側の梁部材６２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　さらに、一方の組立梁５０の上側の梁部材５１と他方の組立梁６０の上側の梁部材６１
とは梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、一方の組立梁５０の下側の梁部材５２と他方の組立梁６０の下側の梁部材６２と
は梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
【００２８】
　組立梁５０，６０，６０が接合される接合部Ｊ３において、一方の組立梁５０の上側の
梁部材５１は、他方の組立梁６０，６０の上側の梁部材６１，６１に勝ち状態で接合され
た上側通し梁５１となっており、他方の組立梁６０の下側の梁部材６２は、一方の組立梁
５０の下側の梁部材５２に勝ち状態で接合された下側通し梁６２となっている。
【００２９】
　すなわち、一方の組立梁５０の上側通し梁５１は、接合部Ｊ３において、下側の梁部材
５２よりも平面視において梁長手方向に突出しており、この突出している部分において他
方の組立梁６０の上側の梁部材６１の端部が上側通し梁５１に当接されて接合されている
。具体的には、上側通し梁５１の上フランジ５１ａに、上側の梁部材６１の上フランジ６
１ａの端面が接合され、上側通し梁５１の下フランジ５１ｂに上側の梁部材６１の下フラ
ンジ６１ｂの端面が接合されている。また、上側通し梁５１のウェブ５１ｃには、上側の
梁部材６１のウェブ６１ｃの端面は接合されておらす、当該端面とウェブ５１ｃとの間に
は隙間がある。なお、上側の梁部材６１のウェブ６１ｃを梁軸方向に延出して、当該延出
部の端面をウェブ５１ｃに接合させてもよい。
【００３０】
　また、他方の組立梁６０の下側通し梁６２には、接合部Ｊ３において、一方の組立梁５
０の下側の梁部材５２の端部が当接されて接合されている。具体的には、下側通し梁６２
の上フランジ６２ａに、下側の梁部材５２の上フランジ５２ａの端面が接合され、下側通
し梁６２の下フランジ６２ｂに下側の梁部材５２の下フランジ５２ｂの端面が接合されて
いる。また、下側通し梁６２のウェブ６２ｃには、下側の梁部材５２のウェブ５２ｃの端
面は接合されておらす、当該端面とウェブ６２ｃとの間には隙間がある。なお、下側の梁
部材５２のウェブ５２ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の端面をウェブ６２ｃに接合
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させてもよい。
　そして、一方の組立梁５０の上側通し梁５１と他方の組立梁６０の下側通し梁６２とが
平面視において直交し、かつ、他方の組立梁６０の上側の梁部材６１と一方の組立梁５０
の下側の梁部材５２とが平面視において直角に配置されている。
【００３１】
　次に、前記Ｄ円部の構造について説明する。
　図１および図５に示すように、組立梁７０，８０が平面視においてＴ字形に直角に接合
されている。一方の組立梁７０は、Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材７１および下
側の梁部材７２を上下に積み重ねることによって形成されている。
　他方の組立梁８０は一方の組立梁７０に平面視において直角に設けられるとともに、Ｈ
形鋼によって形成された上側の梁部材８１および下側の梁部材８２を上下に積み重ねるこ
とによって形成されている。
【００３２】
　また、一方の組立梁７０の上側の梁部材７１と下側の梁部材７２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、他方の組立梁８０の上側の梁部材８１と下側の梁部材８２とは、梁成および梁幅
（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　さらに、一方の組立梁７０の上側の梁部材７１と他方の組立梁８０の上側の梁部材８１
とは梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
　また、一方の組立梁７０の下側の梁部材７２と他方の組立梁８０の下側の梁部材８２と
は梁成および梁幅（フランジ幅）が等しくなっているが、異なっていてもよい。
【００３３】
　組立梁７０，８０が接合される接合部Ｊ４において、一方の組立梁７０の上側の梁部材
７１は、他方の組立梁８０の上側の梁部材８１に勝ち状態で接合された上側通し梁７１と
なっており、他方の組立梁８０の下側の梁部材８２は、一方の組立梁７０の下側の梁部材
７２に勝ち状態で接合された下側通し梁８２となっている。
【００３４】
　すなわち、他方の組立梁８０の下側通し梁８２は、接合部Ｊ４において、上側の梁部材
８１よりも平面視において梁長手方向に突出しており、この突出している部分において一
方の組立梁７０の下側の梁部材７２の端部が下側通し梁８２に当接されて接合されている
。また、一方の組立梁７０の上側通し梁７１には、接合部Ｊ４において、他方の組立梁８
０の上側の梁部材８１の端部が当接されて接合されている。具体的には、上側通し梁７１
の上フランジ７１ａに、上側の梁部材８１の上フランジ８１ａの端面が接合され、上側通
し梁７１の下フランジ７１ｂに上側の梁部材８１の下フランジ８１ｂの端面が接合されて
いる。また、上側通し梁７１のウェブ７１ｃには、上側の梁部材８１のウェブ８１ｃの端
面は接合されておらす、当該端面とウェブ７１ｃとの間には隙間がある。なお、上側の梁
部材８１のウェブ８１ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の端面をウェブ７１ｃに接合
させてもよい。
【００３５】
　また、他方の組立梁８０の下側通し梁８２には、接合部Ｊ４において、一方の組立梁７
０の下側の梁部材７２の端部が当接されて接合されている。具体的には、下側通し梁７２
の上フランジ７２ａに、下側の梁部材８２の上フランジ８２ａの端面が接合され、下側通
し梁７２の下フランジ７２ｂに下側の梁部材８２の下フランジ８２ｂの端面が接合されて
いる。また、下側通し梁７２のウェブ７２ｃには、下側の梁部材８２のウェブ８２ｃの端
面は接合されておらす、当該端面とウェブ８２ｃとの間には隙間がある。なお、下側の梁
部材８２のウェブ８２ｃを梁軸方向に延出して、当該延出部の端面をウェブ７２ｃに接合
させてもよい。
　そして、一方の組立梁７０の上側通し梁７１と他方の組立梁８０の下側通し梁７２とが
平面視において直交し、かつ、他方の組立梁８０の上側の梁部材８１と一方の組立梁７０
の下側の梁部材７２とが平面視において直角に配置されている。
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【００３６】
　図１に示すように、本実施の形態では、基礎梁は、組立梁１０，２０，３０，４０，５
０，６０，７０，８０によって形成された梁の平面構造を有しているが、当該梁の平面構
造は基礎梁の少なくとも一部に設けられていればよい。
【００３７】
　本実施の形態によれば、組立梁１０，２０が直交する直交部において、一方の組立梁２
０の上側通し梁１１と他方の組立梁２０の下側通し梁２２とが平面視において直交し、か
つ、他方の組立梁２０の上側分割梁２１，２１と一方の組立梁１０の下側分割梁１２，１
２とが平面視において直交するので、上部の柱や耐力壁から作用する荷重は、上側通し梁
１１に直接伝達されるとともに下側通し梁２２に上側分割梁２１，２１を介して伝達され
る。このため、上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負担できるとともに、上側分割梁２
１，２１および下側分割梁１２，１２の撓みを抑制できる。
　また、上側分割梁２１および下側分割梁１２は、それぞれ梁部材をその長手方向に分割
してなるものであるから、梁長が短くなる。このため、施工現場での上側分割梁２１およ
び下側分割梁１２の取り回しが容易になり、施工負荷を軽減することができる。
【００３８】
　また、組立梁３０，４０、組立梁５０，６０および組立梁７０，８０がそれぞれ接合さ
れる接合部Ｊ２，Ｊ３，Ｊ４において、一方の組立梁３０，５０，７０の上側通し梁３１
，５１，７１と他方の組立梁４０，６０，８０の下側通し梁４２，６２，８２とが平面視
において直交し、かつ、他方の組立梁４０，６０，８０の上側の梁部材４１，６１，８１
と一方の組立梁３０，５０，７０の下側の梁部材３２，６２，７２とが平面視において直
角に配置されるので、上部の柱や耐力壁から作用する荷重は、一方の組立梁３０，５０，
７０の上側通し梁３１，５１，７１に直接伝達されるとともに他方の組立梁４０，６０，
８０の下側通し梁４２，６２，８２に上側の梁部材４１，６１，８１を介して伝達される
。このため、上部の柱や耐力壁からの荷重を十分に負担できるとともに、梁部材３２，４
１，５２，６１，６２，７２，８１の撓みを抑制できる。
【００３９】
　また、組立梁１０，２０の直交部において、上側通し梁１１と下側通し梁２２とを結合
する場合、例えば、図２Ａに示すように、上側通し梁１１の下フランジ１１ｂと、下側通
し梁２２の上フランジ２２ａとをボルト１５によって結合してもよいし、図２Ｂに示すよ
うに、上側通し梁１１の下フランジ１１ｂと、下側通し梁２２の上フランジ２２ａとを溶
接１６によって結合してもよい。なお、このような結合は上側通し梁１１のウェブ１１ｃ
を挟む両側の下フランジ１１ｂ，１１ｂによって行われる。
【００４０】
　また、組立梁１０，２０の直交部において、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合
する場合、例えば、図２Ｃに示すように、上側通し梁１１のウェブ１１ｃと上側分割梁２
１のウェブ２１ｃとを結合金物１７によって結合してもよい。結合金物１７は板状の第１
結合板１７ａと、この第１結合板１７ａに直角に固定された板状の第２結合板１７ｂとを
備えている。そして、第１結合板１７ａを上側通し梁１１のウェブ１１ｃにボルト止めす
るとともに、第２結合板１７ｂを上側分割梁２１のウェブ２１ｃにボルト止めすることに
よって、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合する。
　なお、このような結合は、上側通し梁１１のウェブ１１ｃを挟む両側にそれぞれ結合金
物１７を設けることによって行われる。
　また、図示は省略するが、下側通し梁２２と下側分割梁１２とを結合金物１７によって
同様にして結合してもよい。
【００４１】
　また、図２Ｄに示すように、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合する場合、上側
通し梁１１の上フランジ１１ａと上側分割梁２１の上フランジ２１ａとを溶接１６によっ
て結合するとともに、上側通し梁１１の下フランジ１１ｂと上側分割梁２１の下フランジ
２１ｂとを溶接１６によって結合してもよい。
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　なお、図示は省略するが、下側通し梁２２と下側分割梁１２とを溶接によって同様にし
て結合してもよい。
【００４２】
　さらに、図２Ｅに示すように、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合する場合、上
側通し梁１１の上フランジ１１ａと上側分割梁２１の上フランジ２１ａとを結合金物１８
によって結合するとともに、上側通し梁１１の下フランジ１１ｂと上側分割梁２１の下フ
ランジ２１ｂとを結合金物１９によって結合してもよいし、結合金物１８だけで結合して
もよいし、結合金物１９だけで結合してもよい。
【００４３】
　結合金物１８は矩形板状に形成されており、当該結合金物１８の一側部を上フランジ１
１ａにボルト止めするとともに他側部を上フランジ２１ａにボルト止めすることによって
、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合する。
　また、結合金物１９は、板状の第１結合板１９ａと、この第１結合板１９ａに直角に固
定された板状の第２結合板１９ｂとを備えている。そして、第１結合板１７ａを上側通し
梁１１のウェブ１１ｃにボルト止めするとともに、第２結合板１９ｂを上側通し梁１１の
下フランジ１１ｂおよび上側分割梁２１の下フランジ２１ｂにボルト止めすることによっ
て、上側通し梁１１と上側分割梁２１とを結合する。
　なお、図示は省略するが、下側通し梁２２と下側分割梁１２とを結合金物１９によって
同様にして結合してもよい。
【００４４】
　また、上側分割梁２１と下側通し梁２２とを結合する場合、図２Ｆに示すように、上側
分割梁２１の下フランジ２１ｂと下側通し梁２２の上フランジ２２ａとをボルト１５によ
って結合してもよいし、図２Ｇに示すように、上側分割梁２１の下フランジ２１ｂと下側
通し梁２２の上フランジ２２ａとを溶接１６によって結合してもよい。なお、このような
結合は上側分割梁２１のウェブ２１ｃを挟む両側の下フランジ２１ｂ，２１ｂおよび下側
通し梁２２のウェブ２２ｃを挟む両側の上フランジ２２ａ，２２ａによって行われる。
　また、溶接１６は、下フランジ２１ｂおよび上フランジ２２ａの長さ方向に沿って間欠
的に行ってもよいし、連続的に行ってもよい。
　また、図示は省略するが、上側通し梁１１と下側分割梁１２との結合も、上記と同様に
してボルト１５によって行うか、または溶接１６によって行えばよい。
　なお、上述したボルト１５、溶接１６、結合金物１７，１８，１９による梁部材どうし
の結合は、図３～図５に示す構造に同様にして適用してもよい。
【００４５】
　上述した実施の形態では、本発明に係る梁の平面構造を住宅等の建物の基礎梁の平面構
造に適用したが、建物の床梁に適用してもよい。この場合、図２Ｈおよび図２Ｉに示すよ
うに、例えば複数階建ての建物では、その平面における外周側に配置される組立梁３０，
４０は、下階の壁１００や下階の柱２００の上端面によって支持されるとともに、平面視
においてコ字形に直角に接合されている。
【００４６】
　一方の組立梁３０は、Ｈ形鋼によって形成された上側の梁部材３１および下側の梁部材
３２を上下に積み重ねることによって形成されている。
　他方の組立梁４０は一方の組立梁１０に平面視において直角に設けられるとともに、Ｈ
形鋼によって形成された上側の梁部材４１および下側の梁部材４２を上下に積み重ねるこ
とによって形成されている。
【００４７】
　組立梁３０，４０が接合される接合部において、一方の組立梁３０の上側の梁部材３１
は、他方の組立梁４０の上側の梁部材４１に勝ち状態で接合された上側通し梁３１となっ
ており、他方の組立梁４０の下側の梁部材４２は、一方の組立梁３０の下側の梁部材３２
に勝ち状態で接合された下側通し梁４２となっている。そして、一方の組立梁３０の上側
通し梁３１と他方の組立梁４０の下側通し梁４２とが平面視において直交し、かつ、他方
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の組立梁４０の上側の梁部材４１と一方の組立梁３０の下側の梁部材３２とが平面視にお
いて直角に配置されている。
【００４８】
　建物がツーバイフォー工法によって施工されている場合、図２Ｈに示すように、下階の
壁パネル１００の上端面に、下側通し梁４２および下側の梁部材３２が設置され、上側通
し梁３１と上側の梁部材４１に上階の壁パネル１０１が設置されている。上下階の壁パネ
ル１０１，１００はホールドダウン金物等の連結金物１１０によって連結されている。連
結金物１１０は上下の固定部１１０ａ，１１０ｂと、これら固定部１１０ａ，１１０ｂを
連結するＰＣ鋼棒等の連結棒１１０ｃとを備えている。
【００４９】
　そして、上の固定部１１０ａが上階の壁パネル１０１に固定され、下の固定部１１０ｂ
が下階の壁パネル１００に固定されている。また、連結棒１１０ｃは上階の壁パネル１０
１、上側通し梁３１の上下のフランジ、下側通し梁３１の上下のフランジ、および下階の
壁パネル１００を貫通している。そして、連結棒１１０ｃは上下の固定部１１０ａ，１１
０ｂに締め付け固定されている。したがって、組立梁３０，４０は上下の壁パネル１０１
，１００によって挟み付けられるようにして固定されている。
【００５０】
　また、建物が在来の軸組工法によって施工されている場合、図２Ｉに示すように、下階
の柱２００の上端面にベースプレート２１０が設置固定されている。このベースプレート
２１０は紙面と直交する方向に延在しており、当該方向に所定間隔で設けられた複数の柱
２００の上端面に設置されている。このベースプレート２１０に下側通し梁４２の梁長手
方向の端部および下側の梁部材３２が設置され、下側通し梁４２の下フランジとベースプ
レート２１０とがボルト２１１によって結合されている。
　また、上側通し梁３１の上フランジにベースプレート２１０が設置され、このベースプ
レート２１０に上階の柱２０１が固定されている。そして、上側通し梁３１の下フランジ
とベースプレート２１０とがボルト２１１によって結合されている。したがって、組立梁
３０，４０は上下の柱２０１，２００にベースプレート２１０を介してボルト２１１によ
って固定されている。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、組立梁１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０を
、それぞれ上下に重ねられ、かつ梁幅（フランジ幅）が等しいＨ形鋼によって形成したが
、組立梁１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０は以下のように形成してもよ
い。
　すなわち、図６（ａ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２
より幅広に形成するとともに、下側のＨ形鋼の上フランジｄ１を下フランジｄ２より幅狭
に形成し、さらに、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１と下側のＨ形鋼の下フランジｄ２とを
同幅に形成するとともに、上側のＨ形鋼の下フランジｈ２と下側のＨ形鋼の上フランジｄ
１とを同幅に形成してもよい。
　また、図６（ｂ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２より
幅狭に形成するとともに、下側のＨ形鋼の上フランジｄ１と下フランジｄ２とを同幅に形
成し、さらに、上側のＨ形鋼の下フランジｈ２と下側のＨ形鋼の上フランジｄ１とを同幅
に形成してもよい。
　さらに、図６（ｃ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１と下フランジｈ２と
を同幅広に形成するとともに、下側のＨ形鋼の上フランジｄ１を下フランジｄ２より幅狭
に形成し、さらに、下側のＨ形鋼の下フランジｄ２と上側のＨ形鋼の下フランジｈ２とを
同幅に形成してもよい。
【００５２】
　また、図７に示すように、下側の形鋼を角形鋼管ｋによって形成したうえで、図７（ａ
）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１と下フランジｈ２とを同幅に形成すると
とともに、角形鋼管ｋの上面の幅と、下フランジｈ２とを同幅に形成してもよい。
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　また、図７（ｂ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２より
幅広に形成するととともに、角形鋼管ｋの上面の幅と、上フランジｈ１とを同幅に形成し
てもよい。
　さらに、図７（ｃ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２よ
り幅狭に形成するととともに、角形鋼管ｋの上面の幅と、下フランジｈ２とを同幅に形成
してもよい。
【００５３】
　また、図８に示すように、下側の形鋼を溝形鋼ｍによって形成したうえで、図８（ａ）
に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１と下フランジｈ２とを同幅に形成するとと
ともに、溝形鋼ｍの上フランジｍ１の幅と、下フランジｈ２とを同幅に形成してもよい。
　また、図８（ｂ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２より
幅広に形成するととともに、溝形鋼ｍの上フランジｍ１と上フランジｈ１とを同幅に形成
してもよい。
　さらに、図８（ｃ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２よ
り幅狭に形成するととともに、溝形鋼ｍの上フランジｍ１と下フランジｈ２とを同幅に形
成してもよい。
【００５４】
　また、図９に示すように、下側の形鋼を２つの溝形鋼を背中合わせに接合した接合溝形
鋼ｓｍとしたうえで、図９（ａ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１と下フラ
ンジｈ２とを同幅に形成するととともに、接合溝形鋼ｓｍの上フランジと、下フランジｈ
２とを同幅に形成してもよい。
　また、図９（ｂ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２より
幅広に形成するととともに、接合溝形鋼ｓｍの上フランジと上フランジｈ１とを同幅に形
成してもよい。
　さらに、図９（ｃ）に示すように、上側のＨ形鋼の上フランジｈ１を下フランジｈ２よ
り幅狭に形成するととともに、接合溝形鋼ｓｍの上フランジと下フランジｈ２とを同幅に
形成してもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１０，３０，５０，７０　一方の組立梁
　２０，４０，６０，８０　他方の組立梁
　１１，３１，５１，７１　上側通し梁（梁部材）
　２２，４２，６２，８２　下側通し梁（梁部材）
　１２　下側分割梁（梁部材）
　２１　上側分割梁（梁部材）
　３２，４１，５２，６１，７２，８１　梁部材
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